
浪江町夜間交通手段確保支援事業補助金交付要綱 

令和2年11月16日 

告示第145号 

(目的) 

第1条 この要綱は、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により甚大な被害を受

けた本町において、夜間における町民の利便性向上並びに夜間営業を行う町内事業者

の経済活動の安定化を図るため、夜間の町民移動サービスを提供する事業者に対し、

その事業に要する経費に予算の範囲内において補助金を交付するため、浪江町補助金

等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号。以下「規則」という。)に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 夜間 この要綱において、19時から24時をいう。 

(2) 事業 一般乗用旅客自動車運送事業又は自動車運転代行業をいう。 

(3) 事業者 浪江町内で事業活動を行う法人又は個人をいう。 

(補助対象者) 

第3条 補助対象者は、夜間に町内で町民移動サービスを提供する事業者で、次の各号全

てに該当する者とする。 

(1) 浪江町内で事業を展開する者 

(2) 浪江町税を滞納していない者 

(3) 浪江町暴力団排除条例(平成26年浪江町条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力

団員、暴力団員等でない者 

(4) 国土交通省の許可を受けている一般旅客自動車運送事業又は福島県公安委員会の

認定を受けている自動車運転代行業である者 

(補助対象経費及び補助限度額) 

第4条 補助対象経費は、別表のとおりとする。 

2 補助金の補助限度額は、年間200万円までとする。ただし、その額に満たない場合は、

補助対象経費に区分ごとの補助率を乗じて得た額の合計額(千円未満切捨て)とする。 

(補助金の交付申請) 

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町内での事業開始日の14日前(前年度から引

き続き本補助金を受けようとするときは当該年度の4月末日)までに、交付申請書(様式

第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 国土交通省が発行する一般旅客乗用自動車運送事業の許可の写し又は福島県公安

委員会が発行する自動車運転代行業の認定証の写し 

(2) 別表に定める対象経費ごとの必要書類 

(3) その他町長が必要と認めるもの 

2 他の制度により補助金等の交付を受ける、又は受けている場合、補助金の交付申請を

することができない。 



(補助金の交付決定) 

第6条 町長は前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査して補助

金交付の可否を決定するものとする。 

2 規則第7条による通知は、交付不交付決定通知書(様式第2号)による。 

3 前項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は補助事業が予

定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事実発生日か

ら14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告し、その指示を

受けなければならない。 

(変更承認申請) 

第7条 補助事業者は、補助金申請内容を変更する場合又は事業の中止若しくは廃止しよ

うとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。ただし、交付申請内容と相違なく事業を行ったにもかかわらず、前条に

規定する交付決定をした補助対象経費の額と次条に規定する実績報告の額とが相違す

る場合においては、同条に規定する実績報告をもって変更承認申請に代えることがで

きる。 

2 前項に規定する様式第3号による申請があった場合において、町長がこれを適当と認め

るときは、当該申請をした者に対して、変更承認通知書(様式第4号)により通知するも

のとする。 

(運行報告) 

第8条 補助事業者は、補助金事業の進捗を報告するため、毎月運行実績を取りまとめ、

翌月10日(3月分は3月31日)までに運行実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければ

ならない。 

(実績報告) 

第9条 規則第13条の規定による実績報告は、事業完了後(事業の中止又は廃止の承認を受

けた場合は当該承認通知を受理してから)14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか

早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなけれ

ばならない。ただし、第1号の書類については、町が保有する情報を調査することにつ

いて申請者が同意する場合は省略することができる。 

(1) 町税等の未納がないことの証明書 

(2) 別表に定める対象経費ごとの必要な書類 

(3) その他町長が必要と認める書類 

(補助金額の確定) 

第10条 規則第14条による通知は確定通知書(様式第7号)による。 

(補助金の請求及び支出) 

第11条 補助金の支出は補助事業の完了した後、前条の通知を受けた者の請求により行う

ものとする。 

2 前条の通知を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第8号)により、町長に請求するも

のとする。 

(交付決定の取消し) 



第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。 

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(補助金の返還) 

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合、当該取り消しに係る場合に関

し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずる。 

(財産の処分の制限) 

第14条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した、取得価格又は公

用の増加価格が10万円を超える財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただ

し、5年を経過した場合は、この限りでない。 

(会計帳簿等の整備等) 

第15条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠

書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなけれ

ばならない。 

2 町長は、予算執行の適正を期するため、前項に定める書類のほか必要があると認める

書類について、提出を求めることができる。 

(委任) 

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。 

(この要綱の失効等) 

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。 

3 前項の規定にかかわらず、第12条、第13条、第14条及び第15条の規定は令和9年3月31

日後も、なおその効力を有する。 

 

別表(第4条、第5条、第9条関係) 

区分 補助対象経費 補助率 上限額 必要書類 

(1) 賃借料 町内に立地する、事業用に供

する土地及び事務所に係る賃

借料 

土地：事業用車両駐車場所、

事務所用地 

建物：事務所 

10/10 1月5万円 交付申請時：契

約書、位置図 

実績報告時：領

収書の写し 



(2) 資格取得経

費 

事業者が負担した、交付申請

する年度内に資格取得する従

業員の普通自動車第二種運転

免許取得に係る経費 

入学金、教習受講料、検定料

金等 

ただし、交通費、図書購入費

等は除く 

1/2 1名につき15

万円 

実績報告時：領

収書の写し 

(3) 燃料費 事業に要する車両に給油(充

填)した燃料費 

10/10  実績報告時：領

収書の写し 

(4) 任意保険料 事業用に供する車両を補償す

るために係る任意保険料(自動

車保険料) 

10/10 1台につき1

月1万円 

実績報告時：任

意保険証書の写

し、領収書の写

し 

(5) 広報に係る

経費 

事業の周知・広報に要する広

報費 

看板作成・設置に要する経

費、チラシ・ポスターの作成

に係る経費 

夜間営業に係る案内をしてい

るもので、本補助金により作

成した旨の記載があるもの 

10/10  実績報告時：作

成した看板の写

真、作成したチ

ラシ、領収書の

写し 

(6) 車両購入費 新規創業の場合のみ 

事業に供する車両の購入費2台

まで 

10/10 1台につき50

万円 

実績報告時：領

収書の写し、購

入費用の内訳が

分かる書類 
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